
第１４章 河川法に定める治水計画策定の手続き
１４－１ 河川法の変遷

わが国の河川制度は、明治29年に旧河川法が制定されて以来、幾たびかの改正

を経て現在にいたっています。特に、昭和39年に制定された新河川法では、水系

一貫管理制度の導入など、治水、利水の体系的な制度の整備が図られ、今日の河

川行政の規範としての役割を担ってきました。

しかしながら、その後の社会経済の変化により、近年、河川制度をとりまく状

況は大きく変化しています。現在では河川は、治水、利水の役割を担うだけでは

なく、うるおいのある水辺空間や多様な生物の生息・生育環境として捉えられ、

また、地域の風土と文化を形成する重要な要素としてその個性を活かした川づく

りが求められています。

さらに、社会経済・生活様式の高度化に伴って、渇水による社会的影響が著し

くなるなど、円滑な渇水調整の推進などが課題となっています。

こうした変化を踏まえて平成8年12月、河川審議会において「社会経済の変化を

踏まえた今後の河川制度のあり方について」提言されました。

この提言に基づき、河川法の改正の検討を行い、平成9年第140国会に「河川法

の一部を改正する法律案」を提出し、同国会において同法案は可決成立しました。

改正された点は以下のとおりですが、治水計画策定の手続きに係わる項目は②

にあたります。

①「河川環境の整備と保全」を河川法の目的に追加

②河川整備計画の立案プロセスの変更（計画の細分化と住民意見の反映）

③渇水調整円滑化のための措置（渇水調整の早期着手、河川管理者の情報提供、

水利使用審査手続の簡素化）

④樹林帯制度の創設

⑤水質事故処理の明確化

①不法係留対策の改善
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１４－２ 河川管理の変遷
１４－２－１ 江戸時代

徳川政権の成立より集権的封建制社会である幕藩体制が確立しました。幕藩体

制下では農業が支配的産業であり、土地が最も重要な生産手段でした。この時代

における治水の目的は、多くの産米を得るための耕地の拡大と既存の耕地を保護

することであり、舟運のための河川改修、特に江戸を中心とする河川交通の確保

であり、さらには、藩都経営に必要な治水施設および用排水路の整備でした。

一方、利水は、河川からの水配分の調整は藩が行い、個別の用排水路の管理は

各村々の共同体が自己の責任で行なっていました。

１４－２－２ 明治時代～戦前
明治維新後、新政府の諸政策が進められる中で、交通運輸の近代化は重要テー

マのひとつであったが、鉄道網の整備には長期間を要するため、これと並行しな

がら江戸時代から発達してしいる海上沿岸交通と内陸舟運路の整備と拡充が当面

の重要政策として進められました。

また一方、政府財源の大半を占める地租対策として、水害防除と灌漑用水の安

定化のための河川整備も重要でしたが、こうした大工事を完成させるだけの財力

はありませんでした。

このようなことから明治新政府はオランダ工師を招へいし、まず低水工事を計

画し水運を発達させるかたわら、特に水害の恐れある場所を選んで水害防除の工

事を併せて行うこととしました。こうして明治18年に吉野川で河川改修事業が直

轄施工として開始されました。

当時の政府の治水に対する考え方は、低水工事は政府直轄で行い、高水工事は

府県に任せるといものであって、低水工事の影響圏は広域的で、高水工事の影響

圏は局地的なものとしていました。

明治18年、23年、29年には大洪水があり、沿岸に甚大な被害をもたらして高水

工事の直轄施工を要望する声が大きくなる一方、鉄道の発達による舟運の衰退が

低水工事の意義を失わせつつありました。このような事情から政府は高水工事の

直轄施工に踏み切らざるをえなくなり、そのために制度の確立が必要となり、明

治29年の河川法の制定となりました。翌30年には砂防法、森林法が相次いで制定

され、治山・治水に関する基本法が整備されました。

明治29年（1896年）に制定された河川法は、国の発展基盤整備のために国が積

極的に関与する主旨のものであり、その骨子は以下のとおりでした。

①河川は、国の営造物であり、河川敷・流水等ついての私権を排除

②地方行政庁は、国の機関として管理するが、河川工事・維持の第一義的な責

任は地方行政庁

③公共の利害に重大な関係のある河川については国直轄で工事
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１４－２－３ 戦後～河川法の全面改訂
旧河川法は、制定当時の社会経済情勢を反映して、治水に重点が置かれ、利水

については十分な制度が用意されなかったため、発電を中心とした利水事業が進

展するにつれて、不備な点が露呈し、既に戦前においてもその改正の必要性が指

摘され、幾度か改正の試みも行われていました。

さらに戦後においては、①新憲法の制定に伴って国の行政制度の大幅な変革が

行われ、旧河川法で原則とされていた都道府県知事による河川の管理について再

検討の必要性が生じたこと、②国民の権利義務に関連する河川管理方式の近代化

を図る必要が生じたこと、③社会経済の進展に伴う沿岸流域の開発状況、各種用

水の需要増大等に対応するため、従来の区間主義の河川管理体系を改め、水系を

一貫とした管理体系とする必要が高まったこと、④利水事業の進展に伴い、新た

な水利使用と既存の水利用の調整など利水関係規定の整備を行う必要が高まった

こと、⑤施工技術の進歩等により大規模なダムが多数築造されるようになったこ

とに対応して、ダムの設置または操作に伴う災害の発生を防止するための規定を

整備する必要が生じたこと等、旧河川法の抜本的改正の要請は、格段に強いもの

となってきました。

そのため、明治29年に制定された旧河川法は、いくたびかの国会審議等を経て、

約70年を経た昭和39年7月10日全面的な改正が行われて新河川法（法律第167号）

として公布され、翌年4月1日から施行されました。

河川法改訂の経過

年月日 経 過

S38. 5.24 閣議決定

S39. 6.25 本会議可決

S39. 7.10 公布

S40. 4. 1 施行

新河川法の要旨は以下のとおりとなっています。（主な部分の抜粋）

１）河川法の対象

従来の適用河川・準用河川の制度を廃止し、河川を水系別に区分し、1級

河川は国土保全上又は国民経済上特に重要な水系に係る河川で建設大臣が指

定し、2級河川はそれ以外の水系に係る河川で公共の利害に重要な関係があ

るものを都道府県知事が指定するものとしました。

なお、1級および2級河川以外の河川で市町村長が指定したものについては、

原則として2級河川に関する規定を準用して河川管理を行わせることができ

るものとしました。
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２）私権の対象

旧法では、河川の敷地および流水は私権の目的となりえないものとしまし

たが、新法では、河川の流水については同様の私権の目的とならないが、河

川区域の土地については私権の目的となりうるものとしました。

３）河川管理者

河川の管理は、1級河川については建設大臣、2級河川については都道府県

知事が行うものとしたこと、ただし、1級河川の管理については、建設大臣

は一定の区間を定め、都道府県知事にその管理の一部を行わせることができ

ることとしました。

４）工事実施基本計画

河川工事の実施は、水系一貫し総合的観点に立った基本的計画に基づいて

なされる必要があるため、水系ごとに工事実施基本計画を策定するものとし

ました。

５）水利調整等

水利使用の許可に際しては、既得の水利権を保護するとともに新規水利事

業が円滑に施行されるよう水利使用関係の調整を図る規定を設け、また水利

使用および土地の掘削等の処分をするときは、関係行政機関に対する協議お

よび地元の意見聴取を行うこととしました。

６）ダム防災

河川管理者の許可を受けて設置される一定規模以上のダムについては、防

災上の見地からその設置および操作について必要な規定を設けました。

７）河川審議会

1級河川の指定・変更・廃止、工事実施基本計画の策定、水利調整、その

他河川に関する重要事項を調査審議するため、建設省に河川審議会を設置す

るとともに、2級河川に関する重要事項を調整審議するため、都道府県に条

例で都道府県審議会を設置することができることとしました。



14- 4

１４－３ 工事実施基本計画と改修計画
１４－３－１ 明治初期までの改修

吉野川の治水事業として最も古いものは、今から500余年前の文明年間（1460～

1486年）に時の管領細川勝元が、麻植郡山川町から川島町にかけて土をかき寄せ

てつくった堤防であるといわれています。その他はほとんどが蜂須賀家が支配し

た藩政時代に入ってから、ごく一部の比較的有力な地域を洪水から守るための堤

防が部分的に築造されたものであり、岩津上流部の貞光町の藤森堤（1656年）、

下流の国府町の龍蔵堤（1740年頃) 、鴨島町の監物堤（1756年）等があげられま

す。これらの堤防は弱小で高さも低く、洪水時にはしばしばあふれていたといわ

れ、第十堰が築造されたのもこのころです。特に国府町の龍蔵堤は、第十堰上流

右岸堤防にあたりますが、現在の第十堰の形状（斜め堰） は、ほぼこれに沿った

ものであり、第十堰築造当時の吉野川の流路形状を示す小堤防であるといえます。

藩政期においては、本格的な築堤には至らなかったといわれていますが、伊沢氏

などの努力によって明治8年までには、右岸側は川島町から石井町にかけて、左岸

側は吉野町から上板町にかけて、さらに両岸とも旧吉野川河口へ向かって部分的

に小規模な連続堤防の形ができており、これらが現在の吉野川の堤防の原型にな

ったといえます。
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１４－３－２ 明治初期の改修事業
明治初期には、従来の弱小な堤防を補強したり、新たな築堤を行うなどの治水

対策が各所でみられたが、明治政府が本格的な吉野川の改修事業に着手したのは、

明治16年のことです。

明治政府の御雇技師として全国の大河川において治水計画の立案の任に当たっ

ていたオランダ人技師ヨハネス・デ・レーケは、明治17年に吉野川の調査を行い、

同年「吉野川検査復命書」を著しました。その骨子は、第十（石井町）より下流

の別宮川に本格的な改修を行い吉野川本流とすることにありました。また洪水流

下の障害となる第十堰を撤去するとともに、より上流から灌漑用水を旧吉野川に

導水することも提案しています。

これに基づき、明治18年より初めての直轄事業として、舟運の便並びに流路を

固定するための水路工事を主とする改修工事に着手しました。明治初期において、

国が関与する河川工事は低水工事を中心とするもので、氾濫防御を目的とする高

水工事は、府県に委ねられたままとなっていましたが、その負担は府県単位で賄

えるものではなく、吉野川でも徳島県による高水工事は遅々としてはかどりませ

んでした。

このような状況の中、明治21年7月及び9月の洪水によって、改修工事中であっ

た名西郡石井町西覚円地先の堤防が300間（約550m）にわたって破堤し、多数の犠

牲者を伴う大水害となりました。このため地元住民は、築堤遅延に加えて低水工

事が大惨事の原因であるとし、国と徳島県に対し被害救済を訴えたため、徳島県

議会は賛否両論ある中、改修工事の中止を政府に願い出ることに決し、これを受

けて明治22年に吉野川の低水工事は、みるべき成果もなく中止されました。

その後も洪水被害は相次ぎ、堪えかねた徳島県は改修工事を中止したことを後

悔し、政府に対して吉野川改修工事の再開を要請しましたが、工事再開は明治40

年の吉野川第1期改修事業の着手をまたねばなりませんでした。
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１４－３－３ 第一期改修事業
明治29年7月の河川法制定により、それまで府県に委ねられていた高水工事の直

轄施工の方途が開かれ、淀川、筑後川など全国の重要な河川において、順次、直

轄事業による高水工事が着手されました。

吉野川については、明治17年のデ・レーケの手による「吉野川検査復命書」の

思想を踏襲しつつ、その後の洪水調査をもとに、明治35年7月、｢吉野川高水防御

工事計画意見書」によって第一期改修計画が策定され、明治40年に着工となりま

した。

第一期改修計画の骨子は、第十（石井町）より下流の別宮川に本格的な改修を

行い、川幅を拡大して吉野川本流とし洪水を放流する、いわば放水路計画でした。

当時の吉野川（現在の旧吉野川）と別宮川（現在の吉野川）の河道状況と両川の

水理的な条件から判断して、これは至極当然の治水対策でした。

この他主要な工事としては、善入寺島の全島買収による遊水地化、江川の締切

り等が行われました。

計画高水流量は、既往最大洪水である明治30年9月洪水における実測水位から推

定した最大流量13,900m3/sに決定しました。そのうち1/5を旧吉野川に、4/5を吉

野川本川に分派することとしましたが、翌年には洪水流量の全量を吉野川本川に

流下する計画に変更しました。計画高水位及び水面勾配は実績水位に基づいて決

定しました。なお、第十堰の取扱いについては、古くは明治40年代に県議会にお

いて、治水、舟運等の問題から議論され、その撤去を望む声が強かったが、第一

期改修計画においては撤去は見送られ、今朝に至るまで解決をみていません。

また旧吉野川を第十より約600間（1,100m）上流に付け替え、洪水時には締め切

って、平常時のみ通水するよう調節するための施設として、第十樋門が建設され

ました。

明治40年から約20年間の歳月をかけ、用地買収約1,140haと多大な家屋移転を要

した大事業である第一期改修は昭和2年に竣工し、これによって、岩津から河口に

至る約40kmの吉野川下流部の堤防が概成し、吉野川の河道がほぼ現在の姿となり

ました。第一期改修事業は吉野川流域の今日の発展を築いた根幹的治水事業であ

ったといえます。
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１４－３－４ 第二期改修事業と改定改修計画
第一期改修事業によって築造した堤防は、旧河道を締め切ってその上に建設し

た箇所も多く、また河川敷内の掘削土を主な材料としていたため、基盤漏水の危

険を内在しており、堤防の漏水対策、弱小堤防の補強、岩津下流部の無堤部解消

等の課題が残っていました。

おりしも昭和20年9月の枕崎台風による洪水では、岩津での推定流量14,700m3/

sとなり、計画高水流量を上回る出水となりました。この洪水でも噴砂、法崩れを

生じ、各所で堤防が危険な状態となりました。

このため、昭和22年より既設堤防の補修・補強、主として漏水対策を実施する

ほか、護岸・水制などの低水路維持を行う補修工事に着手しましたが、さらに、

昭和24年にはこうした課題に対処するため、既往最大流量を記録した昭和20年9月

洪水をもとに、岩津から河口に至る区間の計画高水流量を15,000m3/sとする改定

改修計画を策定し、第二期改修事業に着手しました。

１４－３－５ 改修総体計画
昭和29年9月の台風により岩津で計画高水流量に匹敵する14,900m3/sの洪水が発

生し、幸い破堤は免れたものの、堤防漏水や亀裂を生じ、非常に危険な状態とな

ったため、治水計画の抜本的な見直しを迫られることとなりました。

その結果、昭和38年には、流量確率の考え方とダムによる洪水調節を取り入れ

た改修総体計画を策定しました。

この計画では、吉野川の治水計画規模を年超過確率で1/80と決定し、基準地点

岩津での流量確率に対応する流量17,000m3/sに流域の開発を考慮して500m3/sの余

裕を見込み、基本高水ピーク流量を17,500m3/sとし、このうち2,500m3/sを早明浦

ダム、柳瀬ダムによって調節し、岩津から河口に至る区間の計画高水流量は、従

来のとおり15,000m3/sとしました。
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１４－３－６ 現在に至る改修
１）工事実施基本計画

昭和40年4月1日の新河川法の施行に伴い、工事実施基本計画の策定が河川

管理者に義務づけられました。吉野川の基本高水及び計画高水流量は、昭和

38年に策定した改修総体計画で改定したばかりであったため、工事実施基本

計画ではこれを踏襲しました。

岩津から池田に至る上流部についても、直轄管理区間に編入されたことを

受け、池田における計画高水流量を11,300m3/sとし、改修事業を進めること

となりました。後に、新宮ダム、池田ダムの計画策定を受けてこれを見直し、

池田地点での計画高水流量を11,100m3/sとしました。

昭和40年の工事実施基本計画決定後も、昭和45年、49年、50年、51年など

に計画規模を超える洪水、またはこれに匹敵する洪水があり、大きな被害が

発生しました。そこで、昭和57年に工事実施基本計画を改定し、計画規模と

しては計画雨量の年超過確率で池田地点1/100、基準地点岩津1/150とし、池

田地点での基本高水のピーク流量を20,000m3/s、基準地点岩津での基本高水

のピーク流量を24,000m3/sとして、これを既設4ダム及び建設中の富郷ダム

を含む上流ダム群で洪水調節することにより、池田地点での計画高水流量を

13,200m3/s、基準地点岩津での計画高水流量を18,000m3/sとし現在に至って

います。

２）第十堰改築

第十堰については、明治17年にデ・レーケが撤去を提案して以来、何度も

撤去が唱えられながら実現に至っていませんでしたが、計画高水流量18,000

m3/s（第十堰地点では19,000m3/s）を流下させるためには、これを改築する

ことが必要であり、既設固定堰の改築として正式に工事実施基本計画に位置

づけました。第十堰は従来の旧吉野川への分流機能を維持するため、可動堰

として改築することとし、昭和63年より実施計画調査に着手、平成3年には

建設事業に着手しました。

しかしながら、平成１２年８月の与党三党の公共事業見直し勧告を受け、

第十堰問題は「現計画を白紙に戻し、新たな計画を策定する。」こととなり

ました。現在は、問題解決のため、「明日の吉野川と市民参加のあり方を考

える懇談会」を発足し、 対話の枠組み が検討されているところです。『 』

今後は、「新河川法の主旨にのっとり、地元住民の意見を反映しつつ、洪

水防止、水利用の観点から新たな計画を策定する。」こととしています。
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１４－３－７ 吉野川における治水事業の経過

１）吉野川における治水事業の経過

基本高水の

工事名 施工主体 工期 着工の契機 工事内容ピーク流量、

計画高水流量

明治18年

低水工事 内務省 ～ 別宮川（現吉野川）の川筋改良
べ つ く

明治22年

河口～岩津間改修
い わ づ

明治40年 明治18年洪水 計画高水流量 蛇行整正

第一期改修 内務省 ～ 明治21年洪水 13,900m3/s 既設堤防嵩上げ

昭和 2年 明治22年洪水等 （岩津） 霞堤締切り

善入寺島買収

内務省 昭和22年 昭和21年12月

修補工事 建設省 ～ 南海大地震等 既設堤防の補強・補修

昭和23年

昭和24年 昭和20年9月洪水 計画高水流量 河口～池田間改修

改修改定計画 建設省 ～ 河水統制計画 15,000m3/s 堤防の新設、堤防の拡築等

（岩津） 柳瀬ダム建設
や な せ

第 （昭和24年～28年）

基本高水

吉野川改修 17,500m3/s二

総体計画 建設省 昭和38年 （岩津） 内水排除、ダム群建設

（1/80） 計画高水流量 河口部高潮対策期

15,000m3/s

（岩津）改

早明浦ダム建設
さ め う ら

工事実施 築堤、護岸修

基本計画 建設省 昭和40年 昭和29年9月洪水 同上 漏水対策

等 内水対策

高潮対策

基本高水

昭和45年8月洪水 24,000m3/s 築堤、掘削、護岸、水制等

工事実施基本計画 建設省 昭和57年 昭和49年9月洪水 （岩津） 旧吉野川の改修

（改 訂） ～ 昭和50年8月洪水 計画高水流量 河川環境の保全・整備

18,000m3/s等

（岩津）
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２）旧吉野川における治水事業の経過

基本高水の

工事名 施工主体 工期 着工の契機 工事内容ピーク流量、

計画高水流量

宮川内谷橋下流の河道改修宮川内谷川 昭和17年 480m3/s
みやごうちだに みやごうちだに

徳島県 （河道掘削）第一期改修 ～ （宮川内谷橋）
みやごうちだに

昭和18年

河道改修（築堤、護岸及び河道掘374m3/s

削）宮川内谷川 昭和30年 昭和28年9月洪水 （御所大橋）
みやごうちだに ご し ょ

徳島県 宮川内ダム建設（昭和35年～39年）河川改修 ～ （台風テス） 602m3/s
みやごうち

昭和53年 （旧吉野川合流

点）

昭和33年

徳島県 今切川河口右岸の築堤干拓事業 ～
いまぎれ

昭和38年

1,200m3/s旧吉野川 昭和36年9月洪水

中小河川 徳島県 昭和42年 （第二室戸台風） 護岸、橋梁架設（大寺）
おおでら

改修全体計画 昭和40年9月洪水 暫定

m3/s650

吉野川総合 水資源 昭和46年 旧潮止堰門の老朽 今切川河口堰（昭和46年～49年）1,200m3/s
いまぎれ

開発計画 開発公団 ～ 化 旧吉野川河口堰（昭和48年～50年）（大寺）
おおでら

m3/s（河口堰建設） 昭和50年 水資源開発 1,600

（分派点）

狭窄部対策

直轄改修 建設省 堤防の新設昭和50年

～
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１４－３－８ 計画高水流量の変遷
吉野川水系における流量改定は、一部変更を含めて過去7回行われており、以下

にその変遷を示します。

①第一期改修（明治40年）

②第一期改修変更

③第二期改修（昭和24年）

2,780

旧吉野川

第
十
堰

岩
津

11,120

13,900

紀
伊
水
道

第
十
堰

岩
津

13,900

13,900

紀
伊
水
道

第
十
堰

岩
津

15,000

15,000

紀
伊
水
道
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④総体計画（昭和38年）

⑤昭和40年（旧工事実施基本計画）

⑥昭和43年

⑦昭和57年（現計画）

池
田

11,300

[13,900]

紀
伊
水
道

岩
津

15,000

[17,500]

[　　 ]は，基本高水のピーク流量
（　　）は，洪水調節量

祖
谷
川

岩
津

7,200 15,000
[17,500]

紀
伊
水
道

池
田

11,300
[13,900]

柳瀬ダム

1,700

(-600)

1,100

1,500

2,600

早
明
浦
ダ
ム

4,700         2,000
(-2,700)

[　　 ]は，基本高水のピーク流量

（　　）は，洪水調節量

1,500
大寺

第
十
堰

池
田

[20,000]
13,200

紀
伊
水
道

岩
津

[24,000]
18,000

[　　 ]は，基本高水のピーク流量

計画規模　1／150

祖
谷
川

岩
津

15,000
[17,500]

紀
伊
水
道

                              [13,900]
11,300　　　11,100

新宮ダム

2,600

(-1,200)

1,400

1,600

(-400)

1,200

1,500

(1,800)

2,600

早明浦ダム
4,700           2,000

(-2,700)

[　　 ]は，基本高水のピーク流量

（　　）は，洪水調節量

柳瀬ダム

池田ダム

(-200)
池田
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１４－４ 河川整備基本方針と河川整備計画

地域の意見を反映した河川整備を推進

平成９年の河川法の改正により河川整備のための新しい計画立案プロセスは大

きく変更されましたが、その変更内容の主要な点は2点あります。

1点目は、従来は一本であった「工事実施基本計画」を河川整備の計画について、

河川整備の基本となるべき方針に関する事項（河川整備基本方針）と具体的な河

川整備に関する事項（河川整備計画）に区分したことです。

2点目は、河川整備計画の作成に際して、地方公共団体の長や学識経験者、地域

住民等の意見を反映する手続きを導入することとしたことです。

○「河川整備基本方針」とは、水系毎に、基本高水、ダム等調節施設と河道と

の配分、主要地点での計画高水流量等の基本となる事項を内容とし、河川審議会

の意見を聞いて河川管理者が定めるものです。

○「河川整備計画」とは、今後概ね20～30年の間に実施される個々の場所での

具体的な整備（工事内容、環境への配慮、整備時期等々）について定めるも

のです。
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＜新しい河川整備の計画立案プロセス＞

＜現行制度＞ ＜新制度イメージ＞

意見 意見
工事実施基本計画 河川審議会 河川整備基本方針 河川審議会（一級河川）

（一級河川) 都道府県河川審議会（二級河川）

都道府県河川審議会が
ある場合

内 容 内 容

基本方針
基本方針 基本高水
基本高水 計画高水流量配分 等
計画高水流量配分 等

河川整備計画
主要な河川工事の内容

内容
河川工事、河川の維持の内容

［手 続］

原 案 必要な場合

意 見 学識経験者

意 見 公聴会の開催等による
住民意見の反映

河川整備計画の案の作成

意 見
地方公共団体の長

河川整備計画の決定

工事の実施 工事の実施、河川の維持
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近代河川事業関連年表と吉野川の関係（１）

年号 河川に関する法関係 河川事業の進展 吉野川の河川事業
河川への要求・財政基盤

等社会条件の変容
（産業の発展）

オランダ人技術者来日
（M5）

内務省設置（M6）

河港道路修築規則（M7） 国直轄低水工事の開始
（M7）

デ・レーケ吉野川検査復
命書（M17）
吉野川低水工事着手
（M18）

憲法発布（M22）
東海道線全面開通（M22）

水利組合条例（M23） 第一回帝国会議（M23）
鉄道敷設法の設置（M25）
（舟運から鉄道へ）
日清戦争（M27～28）

河川法の成立（M29)
直轄治水工事の開始
（M29）

軽工業が発展し始める

砂防法の成立（M30）
河川法準用令（M32） 耕地整理法公布（M32）
災害土木費国庫補助規定
（M32）

河川附近地制限令（M33）

吉野川高水防御工事計画
意見書（M35）

日露戦争（M37～38）
耕地整理法改正（M38）

吉野川第一期改修着手
（M40）

水利組合法（M41）
耕地整理法改正（M42）

第一期治水長期計画の策定
（M43）

全国的な大水害（M43）

府県災害土木費国庫補助
ニ関する件（M44）

逓信省電気事業法制定
（M44）

内務省通牒 第一次世界大戦（T3～7）
「発電の原動力の用に給
する水力発生の為にする
河川その他公有水面の水
使用に関する件」（T5）

重化学工業化の基礎を作る
水力発電の大規模開発

開墾助成法（T8）

第二期治水長期計画の策定
（T10）

（直轄による管理の開始）

関東大震災（T12）
農商務省用排水幹線改良事
業国庫補助制度（T12）
ダム式発電開始（T13）

河川行政監督令（T15）
吉野川第一期改修完了
（S2）

用排水幹線改良事務と河
川事務との権限整備につ
き閣議決定（S3）

中小河川事業始まる（S3）

大恐慌（S4）
第三期治水計画の策定 時局匡救事業（S7,S8）
（中小河川改修正式に行わ
れる）（S8）

全国的な大水害（S9,S10）

河川堰堤規則（S10） 土木会議「水害防備策の確
立」（S10）

昭
和

明
治

大
正
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近代河川事業関連年表と吉野川の関係（２）

年号 河川に関する法関係 河川事業の進展 吉野川の河川事業
河川への要求・財政基盤

等社会条件の変容
（産業の発展）

河水統制調査委員会設置
（河水統制調査始まる）
（S12）

経済の重工業化、都市化が
進行

日中戦争始まる（S12）
電力管理法、日本発送電株
式会社法制定（S13）
西日本大旱魃（S14）

河水統制事業に対する補助
開始（S15）
河水統制事業の国直轄事業
の開始（S16）

太平洋戦争（S16～20）

終戦（S20）
全国各地で大水害（S20～
36）
新憲法公布（S21）
地方自治法（S22）
建設院設置（S23）
建設省発足（S23）

水防法（S24）
治水調査会による10大河川
改修計画（S24）

吉野川戦後第二期改修着
手（S24）

土地改良法（S24）

国土総合開発法（S25）
公共土木施設災害復旧事
業費国庫負担法（S26）

河川総合開発事業の開始
（S26）

特定地域総合開発事業の開
始（S26）

経済の復興・電源開発促
進法（S27）

治山治水基本対策要綱の策
定（S28）

河川法第四条第二項に基
づく共同施設に関する省
令（S29）

経済白書（もはや戦後で
はない）（S31）
工業用水法（S31）

特定多目的ダム法（S32） 特定多目的ダム事業の開始
（S32）

水道法（S32）

水質保全法（S33）
下水道法（S33）
工業排水規制法（S33）

工業用水道事業法（S33）

経済の重化学工業化、都
市化が進行

治山治水緊急措置法
（S35）

治水特別会計の設置と長期
十ヶ年計画の策定（S35）

水資源開発促進法（S35）

水資源開発公団法（S36） 災害対策基本法（S36）

水資源開発公団事業の開始
（S37）

全国総合開発計画（S37）

河川法の全面改正（S39）

第二次治水五ヶ年計画
（S40）

公害対策基本法（S42）
第三次治水五ヶ年計画
（S43）

新全国総合開発計画
（S44）
水質汚濁防止法（S45）
環境庁設置（S46）

琵琶湖総合開発特別措置
法（S47）

第四次治水五ヶ年計画
（S47）
流況調整河川制度の創設
（S47）

石油ショック（S48）

昭
和

河川砂防技術基準案作成
（S33）
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近代河川事業関連年表と吉野川の関係（３）

年号 河川に関する法関係 河川事業の進展 吉野川の河川事業
河川への要求・財政基盤

等社会条件の変容
（産業の発展）

水源地域対策特別措置法
（S49）

国土庁設置（S49）

国土利用計画法（S49）
河川管理施設等構造令
（S51）

河川砂防技術基準（案）改
訂（S51）
総合的な治水対策の推進方
策についての中間答申
（S52）

第三次全国総合開発計画
（S52）

第五次治水五ヶ年計画
（S52）
河川環境管理のあり方につ
いての答申（S56）
総合的な水資源対策の推進
方策についての中間答申
（S56）
第六次治水五ヶ年計画
（S57）

湖沼水質保全特別措置法
（S59）

超過洪水対策及びその推進
方策についての答申
（S62）

第四次全国総合開発計画
（S62）

第七次治水五ヶ年計画
（S62）
渇水対策の推進方策につい
て（S63）
第八次治水五ヶ年計画
（H4）

河川法の改正（H9） 第九次治水七ヶ年計画
（H9）

第五次全国総合開発計画
（H10）

平
成

昭
和


